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公金の債権回収業務に関する法務研修会 
                   平成２８年９月１２日 
 

～公金債権回収業務連携の取組例～ 

                        岐阜県弁護士会 
                            弁護士  堀  雅 博 

 

第１ 経験事例より 

 １ 平成２４年度 

（１）平成２４年８月に、岐阜県弁護士会に案内。希望する会員に、可児市から案内。 

   平成２４年９月に、可児市と入札方式で受託。出来高報酬方式（実費込み） 

（２）契約（①市営住宅使用料・市営住宅駐車場使用料金、 

②児童扶養手当返還金、③生活保護費返還金） 

   平成２４年１２月、追加契約（④給食費）  

   子ども家庭課が、事務手続の取りまとめをしていた。 

（３）催告業務 

   催告（郵便・電話） 納付誓約書 

 

２ 平成２５年度 

（１）契約形態の変更 

   ４つの課との個別契約。事務手続の窓口が個別。 

（２）当職からの提案 

  ①支払督促等法的措置 

  ②債権管理条例の制定 

③専決処分（法的措置等） 

 

 ３ 平成２６年度 

（１）契約内容の変更 

消費税増加に伴うもの。内容証明郵便や交通費などについて、実費別途支払。 

子ども課の他の債権（他の係）も担当することになった。 

（２）教育総務課長との面談 

給食センターとの面談 

（３）支払督促（給食センター）の開始 

  ・誰との契約なのか（民法７６１条） ・契約内容（支払期限・遅延損害金） 

・消滅時効  ｃｆ  公平性（地方自治法１０条２項） 

（４）通常訴訟移行 
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   債務者からの連絡 → 異議の申出（和解の申出）の案内 

   債務者の納付相談・誓約書・同意書（税務情報等取得） 

   裁判上の和解 和解に代わる決定 

 

 ４ 平成２７年度 

（１）支払督促の増加 

   担当課との役割分担  事務局との役割分担 

（２）債権管理所管課一同との面談 

   債権の種類 ・・・ 資料１ 

（３）自治体の法規整備 

ア 可児市債権管理条例の制定 ・・・ 資料２・資料３ 

   ①債権の管理台帳・規則 

 ②情報の共有 

   ③債権放棄が報告事項 

イ ６０万円以下の法的措置が専決処分になる（地方自治法１８０条） 

ウ 可児市債権管理マニュアルの整備 

 

 ５ 平成２８年度 

（１）契約の変更 

ア 今までの契約方式の問題点 

①毎月の事務手続がお互いにとって負担。 

②電話だけでなく、定期的に、顔を付き合わせる協議の機会が必要。 

 イ 平成２８年度の契約方式 

①定例相談と定額方式。総務部収納課が窓口。 

  ②定例相談時、各課の債権担当課と面談。 

収納課も立ち会う（債権管理の総務課的役割）。 

 

（２）相談内容（今後の予定も含む。） 

 ア 債権管理・回収についての法律相談・催告業務 

イ 条例・要綱などの作成・修正の相談 

ウ 支払督促の強化 強制執行の強化 訴訟の活用（債務者の住所地や関連事件による） 

 → 回収すべきものは回収する。 

エ 納付相談の充実化（可児市役所にて面談して、報告書） 

  → 落とすべきものは落とす。 

オ 関連訴訟（市営住宅の明け渡し請求や悪質クレーマー対応など。） 

カ 強制徴収公債権への関与 ｃｆ 法律相談。面談報告書。行政不服審査。取立訴訟。 
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（３）情報調査（強制執行等） 

   ①同意書（税務課） ②債権管理条例（水道課など） ③弁護士会照会（電話番号） 

 

 

第２ 自治体と弁護士の連携に向けて 

１ 経験事例からの感想 

（１）自治体の監査など自治体業務に役立つ。 

（２）組織のことが分かるので、企業法務などにも生きる。 

（３）自治体職員の考え方が分かるようになる。 

（４）継続的な取組による委託金額と回収額の増加   

 

２ 今後の関心（弁護士の関わり方） 

（１）強制徴収公債権についての弁護士の関わり方 

   催告・納付相談（面談報告書）・取立訴訟・行政不服審査・意見書（無剰余差押） 

（２）公債権（特に、強制徴収公債権）と行政不服審査法の関係 

   処分庁担当（税務課等）の相談弁護士と審査庁担当（総務課等）の相談弁護士 

   利益相反を避けるため、複数の弁護士が関与する方向 審理員。第三者機関など。 

 

 ３ 岐阜県弁護士会として 

（１）公金債権回収を含む自治体法務の勉強会や研修会 

行政連携ＰＴにおいて、５月２３日、６月２０日に、勉強会実施。 

会内において、８月８日と８月２２日に、研修会実施。 

（２）地元の弁護士としての強み 

  ・自治体との近さ（定例相談、随時相談など、自治体職員との面談） 

  ・債務者との近さ（面談等も行いやすく、状況等も理解しやすい。） 

・地元の弁護士として、一緒に、自治体の運営（町作り）に関わっていく。 

（３）有志メンバーによる自治体法務の勉強会 

  ・行政連携のお品書き  

・公金債権回収・空き家対策・行政不服審査法・行政対象暴力対応・包括外部監査  

 

 

第３ 添付資料 

 １ 債権の種別及び所管課（可児市） 

２ 可児市債権管理条例 

 ３ 可児市債権管理条例施行規則 




